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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　印刷物を作成するための印刷データと、前記印刷データを送信するユーザ及び前記印刷
データを生成した機器の少なくともいずれかを識別するための識別情報と、を取得する取
得部と、
　前記印刷データに基づいて印刷が行われた長尺状の被印刷媒体を切り離す第１の切断部
と、
　前記取得部で取得された前記印刷データとしての第１印刷データと、前記第１印刷デー
タに対応する前記識別情報としての第１識別情報と、を取得し、且つ、前記印刷データと
しての第２印刷データと、前記第２印刷データに対応する前記識別情報としての第２識別
情報と、を取得した場合に、少なくとも前記第１識別情報及び前記第２識別情報に基づい
て、前記第１印刷データに対応して作成される第１印刷物と前記第２印刷データに対応し
て作成される第２印刷物と、を前記第１の切断部によって互いに切り離された状態で作成
するか否かの判定を行い、前記判定結果に基づいて前記第１の切断部を制御する制御部と
、
　を備えることを特徴とする印刷装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記第１識別情報と前記第２識別情報とが互いに一致している場合には
、前記第１印刷物と前記第２印刷物とを、前記互いに切り離されていない状態にするよう
に制御し、
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　前記第１識別情報と前記第２識別情報とが互いに異なっている場合には、前記第１印刷
物と前記第２印刷物とを、前記互いに切り離された状態にするように制御する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の印刷装置。
【請求項３】
　前記第１印刷データは、連続印刷物を作成するための連続印刷モードが設定されている
か否かの情報を含み、
　前記制御部は、
　前記第１印刷データに前記連続印刷モードが設定されていて、前記第１識別情報と前記
第２識別情報とが互いに一致している場合に、前記第１印刷物と前記第２印刷物とを、前
記互いに切り離されていない状態にするように制御し、
　前記第１の印刷データに前記連続印刷モードが設定されておらず、前記第１識別情報と
前記第２識別情報とが互いに一致している場合に、前記第１印刷物と前記第２印刷物とを
、前記互いに切り離された状態にするように制御する、
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の印刷装置。
【請求項４】
　前記被印刷媒体は、基材と、当該基材に剥離可能に貼付された剥離紙と、を有し、
　前記印刷装置は、前記被印刷媒体における前記基材のみを切断する第２の切断部を更に
備え、
　前記制御部は、前記第１印刷物と前記第２印刷物とを、前記互いに切り離されていない
状態にする場合に、前記第２の切断装置により、前記第１印刷物と前記第２印刷物との間
で切断させるように制御する、
　ことを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の印刷装置。
【請求項５】
　前記識別情報は、前記印刷データの通信方式と、前記印刷データの送信元を表すＩＰア
ドレス又はＭＡＣアドレスと、前記ユーザに割り当てられたユーザＩＤと、のうちの少な
くとも１つを含む、
　ことを特徴とする請求項１から４のいずれか１項記載の印刷装置。
【請求項６】
　長尺状の被印刷媒体を切り離す第１の切断部を備える印刷装置において、
　印刷物を作成するための印刷データと、前記印刷データを送信するユーザ及び前記印刷
データを生成した機器の少なくともいずれかを識別するための識別情報と、を取得し、
　前記印刷データとしての第１印刷データと、前記第１印刷データに対応する前記識別情
報としての第１識別情報と、を取得し、且つ、前記印刷データとしての第２印刷データと
、前記第２印刷データに対応する前記識別情報としての第２識別情報と、を取得した場合
に、少なくとも前記第１識別情報及び前記第２識別情報に基づいて、前記第１印刷データ
に対応して作成される第１印刷物と前記第２印刷データに対応して作成される第２印刷物
とを互いに切り離された状態で作成するか否かの判定を行い、
　前記判定結果に基づいて前記第１の切断部を制御する
　ことを特徴とする印刷方法。
【請求項７】
　長尺状の被印刷媒体を切り離す第１の切断部を備える印刷装置において、
　印刷物を作成するための印刷データと、前記印刷データを送信するユーザ及び前記印刷
データを生成した機器の少なくともいずれかを識別するための識別情報と、を取得する機
能と、
　前記印刷データとしての第１印刷データと、前記第１印刷データに対応する前記識別情
報としての第１識別情報と、を取得し、且つ、前記印刷データとしての第２印刷データと
、前記第２印刷データに対応する前記識別情報としての第２識別情報と、を取得した場合
に、少なくとも前記第１識別情報及び前記第２識別情報に基づいて、前記第１印刷データ
に対応して作成される第１印刷物と前記第２印刷データに対応して作成される第２印刷物
とを互いに切り離された状態で作成するか否かの判定を行う機能と、
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　前記判定結果に基づいて前記第１の切断部を制御する機能と、
　をコンピュータに実現させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、印刷物を作成するための、印刷装置、印刷方法、及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、長尺状の被印刷媒体に対し、任意の文字、図形、絵等の印刷を行ってから印刷部
分を被印刷媒体から切り離すことでラベルを作成するラベルプリンタが知られている。こ
のラベルプリンタにおいて、基材と剥離紙とからなる被印刷媒体のうち、基材のみを切断
するハーフカットを行うハーフカット機構と、基材及び剥離紙の両方を切断（フルカット
）することで被印刷媒体からの切り離しを行うフルカット機構と、を備えるラベルプリン
タが知られている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－１７６０５２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ここで、印刷物の一例であるラベルを作成する第１～第３の参考技術に係る印刷方法に
ついて説明する。
　図１４（ａ）～（ｈ）は、第１の参考技術に係る印刷方法を説明するための説明図であ
る。
【０００５】
　図１４（ａ）に示す被印刷媒体Ｍは、印字ヘッド位置、フルカット機構位置、ハーフカ
ット機構位置、排出口位置を順に通るように図における右側に搬送される。図１４（ａ）
において、被印刷媒体Ｍの先端は、フルカット機構位置にある。これは、前回作成された
ラベルがフルカット機構位置において被印刷媒体Ｍから切り離されているためである。一
方、図１４（ｂ）に示すように被印刷媒体Ｍに「新発売」という文字の印刷が開始される
のは印字ヘッド位置である。これにより、被印刷媒体Ｍの先頭には、印字ヘッドの発熱体
の位置（サーマルヘッドの場合）からフルカット機構の刃の位置までの距離に由来する余
白部分ｍが生じる。
【０００６】
　余白部分ｍは、図１４（ｈ）に示すようにラベルＬ１０に繋がった状態で被印刷媒体Ｍ
から切り離されることになる。そのため、図１４（ｂ）に示すように印刷が開始された後
、図１４（ｃ）に示すように、余白部分ｍの後端がハーフカット機構位置に到達するまで
被印刷媒体Ｍが搬送されると、印刷が一時停止され、図１４（ｄ）に示すように余白部分
ｍの後端がハーフカットされる。なお、ハーフカット機構を備えないラベルプリンタにお
いては、余白部分ｍに相当する余白部分をラベルの後端側にも設けることで、ラベルの印
刷部分を左右対称とすることができる。
【０００７】
　その後、図１４（ｅ）に示すように、一時停止していた印刷が再開される。印刷が終了
した後、図１４（ｆ）に示すように、作成されるラベルＬ１０の後端となる部分がフルカ
ット機構位置に到達するまで被印刷媒体Ｍが搬送されると、図１４（ｇ）に示すように、
ラベルＬ１０の後端がフルカット機構により被印刷媒体Ｍから切り離される。これにより
、図１４（ｈ）に示すようにラベルＬ１０が作成されるが、このラベルＬ１０には、ハー
フカット部分を挟んで上述の余白部分ｍが繋がった状態となる。
【０００８】
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　この余白部分ｍは、ラベルＬ１０との間がハーフカットされているため、このハーフカ
ット部分によってラベルＬ１０を剥離紙から剥離する作業が容易になる。しかしながら、
余白部分ｍは、ラベルとしては使用されないため、余白部分ｍが大きいほど被印刷媒体Ｍ
に対するラベルＬ１０の使用割合が減ることになる。
【０００９】
　図１５（ａ）及び（ｂ）は、第２の参考技術に係る印刷方法を説明するための説明図で
ある。
　図１５（ａ）に示すように、それぞれに「ＡＢＣ」という文字が印刷される３枚のラベ
ルＬ２１，Ｌ２２，Ｌ２３を、１枚ずつ上述のように作成する場合、３枚のラベルＬ２１
，Ｌ２２，Ｌ２３のそれぞれにハーフカット部分を挟んで上述の余白部分ｍが繋がった状
態となる。
【００１０】
　一方、図１５（ｂ）に示すように、３枚のラベルＬ２１，Ｌ２２，Ｌ２３を、ハーフカ
ット部分を挟んで連続して作成する場合、余白部分ｍは１枚目のラベルＬ２１に繋がった
１つのみとなる。そのため、連続印刷や連番印刷などのように一度に複数枚のラベルＬ２
１，Ｌ２２，Ｌ２３の作成を行う場合、ハーフカット部分を挟んで連続して複数のラベル
Ｌ２１，Ｌ２２，Ｌ２３を作成することで、複数のラベルＬ２１，Ｌ２２，Ｌ２３に対し
て余白部分ｍの数を１つにすることができる。
【００１１】
　図１６（ａ）～（ｃ）及び図１７は、第３の先行技術に係る印刷方法を説明するための
説明図である。
　ラベルプリンタにおいては、ラベルに印刷される文字、図形、絵等の印刷内容を作成す
るための入力手段や表示手段を備えずに、パーソナルコンピュータ、スマートフォン、タ
ブレット等の端末装置と無線又は有線で接続され、これらの端末装置から印刷内容を含む
印刷データを受信するものがある。また、このようなラベルプリンタは、複数のユーザの
端末装置から印刷データを受信可能であり、複数のユーザでの共用が前提のものもある。
【００１２】
　例えば、図１６（ａ）及び（ｃ）に示すユーザＡが作成しようとするラベルＬ３１－１
～Ｌ３１－７と、図１６（ｂ）に示すユーザＢが作成しようとするラベルＬ３２－１，Ｌ
３２－２とを単一のラベルプリンタで作成することができる。
【００１３】
　上述したとおり、図１６（ａ）に示すようにユーザＡが４枚の宛名ラベルＬ３１－１～
Ｌ３１－４を一度に作成する場合、図１６（ｂ）に示すようにユーザＢが２枚の備品管理
ラベルＬ３２－１，Ｌ３２－２を一度に作成する場合、及び、図１６（ｃ）に示すように
ユーザＡが追加で３枚の宛名ラベルＬ３１－５～Ｌ３１－７を一度に作成する場合、それ
ぞれの場合で、複数枚のラベルに対して余白部分ｍの数を１つにすることができる。
【００１４】
　また、印刷データの受信が複数回（例えば図１６（ａ）～（ｃ）の３回）に分けて行わ
れる場合でも、印刷データに連続印刷モードが設定されることで、次に受信される印刷デ
ータに対応する複数のラベルとの間にハーフカット部分を挟んで、ラベルを連続して作成
できるようにすることが考えられる。この場合、複数回に分かれて受信される印刷データ
に対応するすべてのラベルに対して、余白部分ｍの数を１つにすることもできる。
【００１５】
　しかしながら、図１７に示すように、複数回に分かれてラベルの作成が行われる場合、
作成されるすべてのラベルを、ハーフカット部分を挟んで連続して作成すると、ユーザＡ
のラベルＬ３１－１～Ｌ３１－７とユーザＢのラベルＬ３２－１，Ｌ３２－２とが混在す
ることがある。このように複数のユーザが作成しようとするラベルが繋がった状態で混在
すると、ユーザＡのラベルＬ３１－１～Ｌ３１－７とユーザＢのラベルＬ３２－１，Ｌ３
２－２とをハサミなどを用いて切り離す作業が生じたり、或いは、ユーザＢのラベルＬ３
２－１，Ｌ３２－２をユーザＡが意図せず持ち去ってしまう事態が生じたりする。
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【００１６】
　本発明の目的は、複数回に分かれて受信される印刷データに対応する印刷物を切り離さ
ずに作成する場合に、複数のユーザが作成しようとする印刷物が混在するのを防ぐことが
できる、印刷装置、印刷方法、及びプログラムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　１つの態様では、印刷装置は、印刷物を作成するための印刷データと、前記印刷データ
を送信するユーザ及び前記印刷データを生成した機器の少なくともいずれかを識別するた
めの識別情報と、を取得する取得部と、前記印刷データに基づいて印刷が行われた長尺状
の被印刷媒体を切り離す第１の切断部と、前記取得部で取得された前記印刷データとして
の第１印刷データと、前記第１印刷データに対応する前記識別情報としての第１識別情報
と、を取得し、且つ、前記印刷データとしての第２印刷データと、前記第２印刷データに
対応する前記識別情報としての第２識別情報と、を取得した場合に、少なくとも前記第１
識別情報及び前記第２識別情報に基づいて、前記第１印刷データに対応して作成される第
１印刷物と前記第２印刷データに対応して作成される第２印刷物と、を前記第１の切断部
によって互いに切り離された状態で作成するか否かの判定を行い、前記判定結果に基づい
て前記第１の切断部を制御する制御部と、を備える。
【００１８】
　別の１つの態様では、印刷方法は、長尺状の被印刷媒体を切り離す第１の切断部を備え
る印刷装置において、印刷物を作成するための印刷データと、前記印刷データを送信する
ユーザ及び前記印刷データを生成した機器の少なくともいずれかを識別するための識別情
報と、を取得し、前記印刷データとしての第１印刷データと、前記第１印刷データに対応
する前記識別情報としての第１識別情報と、を取得し、且つ、前記印刷データとしての第
２印刷データと、前記第２印刷データに対応する前記識別情報としての第２識別情報と、
を取得した場合に、少なくとも前記第１識別情報及び前記第２識別情報に基づいて、前記
第１印刷データに対応して作成される第１印刷物と前記第２印刷データに対応して作成さ
れる第２印刷物とを互いに切り離された状態で作成するか否かの判定を行い、前記判定結
果に基づいて前記第１の切断部を制御する。
【００１９】
　別の１つの態様では、長尺状の被印刷媒体を切り離す第１の切断部を備える印刷装置に
おいて、印刷物を作成するための印刷データと、前記印刷データを送信するユーザ及び前
記印刷データを生成した機器の少なくともいずれかを識別するための識別情報と、を取得
する機能と、前記印刷データとしての第１印刷データと、前記第１印刷データに対応する
前記識別情報としての第１識別情報と、を取得し、且つ、前記印刷データとしての第２印
刷データと、前記第２印刷データに対応する前記識別情報としての第２識別情報と、を取
得した場合に、少なくとも前記第１識別情報及び前記第２識別情報に基づいて、前記第１
印刷データに対応して作成される第１印刷物と前記第２印刷データに対応して作成される
第２印刷物とを互いに切り離された状態で作成するか否かの判定を行う機能と、前記判定
結果に基づいて前記第１の切断部を制御する機能と、をコンピュータに実現させる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、複数回に分かれて受信される印刷データに対応する印刷物を切り離さ
ずに作成する場合に、複数のユーザが作成しようとする印刷物が混在するのを防ぐことが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】一実施の形態に係る印刷装置を示す斜視図である。
【図２】一実施の形態に係る印刷装置に収納されるテープカセットを示す斜視図である。
【図３】一実施の形態に係る印刷装置のカセット収納部を示す斜視図である。
【図４】一実施の形態に係る印刷装置を示す断面図である。
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【図５】一実施の形態に係る印刷装置を示す制御ブロック図である。
【図６】一実施の形態に係る印刷方法を説明するためのフローチャートである。
【図７】一実施の形態における端末装置に表示される印刷設定画面を示す図である。
【図８】一実施の形態における識別情報を説明するための説明図（その１）である。
【図９】一実施の形態における識別情報を説明するための説明図（その２）である。
【図１０】一実施の形態における識別情報を説明するための説明図（その３）である。
【図１１】一実施の形態における識別情報を説明するための説明図（その４）である。
【図１２】一実施の形態における連続印刷物を説明するための説明図（その１）である。
【図１３】一実施の形態における連続印刷物を説明するための説明図（その２）である。
【図１４】（ａ）～（ｈ）は、第１の参考技術に係る印刷方法を説明するための説明図で
ある。
【図１５】（ａ）及び（ｂ）は、第２の参考技術に係る印刷方法を説明するための説明図
である。
【図１６】（ａ）～（ｃ）は、第３の先行技術に係る印刷方法を説明するための説明図（
その１）である。
【図１７】第３の先行技術に係る印刷方法を説明するための説明図（その２）である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明の一実施の形態に係る、印刷装置、印刷方法、及びプログラムについて、
図面を参照しながら説明する。
　図１は、本実施の形態に係る印刷装置１を示す斜視図である。
【００２３】
　図１に示す印刷装置１は、長尺状の被印刷媒体Ｍに対し印刷データに基づき印刷を行う
印刷部の一例であるサーマルヘッド１０を備え、例えばシングルパス方式で印刷を行うラ
ベルプリンタである。被印刷媒体Ｍは、例えば、接着層を有する基材Ｍａと、接着層を覆
うように剥離可能に基材Ｍａに貼付された剥離紙Ｍｂと、を有するテープ部材である。以
降では、インクリボンを使用する熱転写方式のラベルプリンタを例にして説明するが、印
刷方式は特に限定されず、例えば、感熱紙を使用する感熱方式であってもよい。また、印
刷装置１の各構成も、制御部５と、サーマルヘッド１０を一例とする印刷部と、第１の切
断部の一例であるフルカット機構１６と、インターフェース部２５を一例とする取得部と
を備えるものであれば適宜変更可能である。
【００２４】
　印刷装置１は、図１に示すように、装置筐体２と、カセット収納部１９と、を備える。
なお、印刷装置１は、図５に示すインターフェース部２５においてユーザの端末装置（印
刷データを生成する機器の一例）から印刷データを受信することができるため、印刷デー
タを作成するための入力部や表示部を備えないが、このような入力部や表示部を備えてい
てもよい。
【００２５】
　装置筐体２の上面には、図３及び図４に示すフルカット機構１６に被印刷媒体Ｍを切り
離すフルカットを手動で行わせるためのフルカットボタン３が配置されている。なお、フ
ルカットを行うためのフルカットキーが設けられ、このフルカットキーの押下によって、
制御部５がカッターモータ駆動回路１４を制御し、フルカット機構１６を稼働させるよう
にしてもよい。なお、フルカットは、被印刷媒体Ｍを切り離す動作であるため、被印刷媒
体Ｍの基材Ｍａを剥離紙Ｍｂとともに幅方向に沿って切断することになる。また、図示し
ないが、装置筐体２には、電源コード接続端子や、インターフェース部２５として機能す
る外部機器接続端子及び記憶媒体挿入口等が設けられている。
【００２６】
　装置筐体２の一部は、装置筐体２の内部に設けられたカセット収納部１９を開閉可能な
開閉蓋となっている。装置筐体２には、カセット収納部１９を閉じた状態でもカセット収
納部１９にテープカセット３０（図２参照）が収納されているか否かを目視で確認可能と
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するために、左側面に窓２ａが形成されている。また、装置筐体２の正面には、印刷が行
われた被印刷媒体Ｍを装置外へ排出する排出口２ｂが形成されている。
【００２７】
　図２は、印刷装置１に収納されるテープカセット３０を示す斜視図である。
　図３は、印刷装置１のカセット収納部１９を示す斜視図である。
　図４は、印刷装置１を示す断面図である。
【００２８】
　図２に示すテープカセット３０は、図３に示すカセット収納部１９に着脱自在に収納さ
れる。図４には、テープカセット３０がカセット収納部１９に収納された状態が示されて
いる。
　テープカセット３０は、図２に示すように、サーマルヘッド被挿入部３６及び係合部３
７が形成されたカセットケース３１を有する。このカセットケース３１は、被印刷媒体Ｍ
及びインクリボンＲを収容する。カセットケース３１には、テープコア３２とインクリボ
ン供給コア３４とインクリボン巻取りコア３５とが設けられている。被印刷媒体Ｍは、カ
セットケース３１内部のテープコア３２にロール状に巻かれている。また、熱転写用のイ
ンクリボンＲは、その先端がインクリボン巻取りコア３５に巻きつけられた状態で、カセ
ットケース３１内部のインクリボン供給コア３４にロール状に巻かれている。
【００２９】
　装置筐体２のカセット収納部１９には、図３に示すように、テープカセット３０を所定
の位置に支持するための複数のカセット受け部２０が設けられている。このカセット受け
部２０には、テープカセット３０に形成された凹凸部の形状を検知することで、テープカ
セットの種類、つまり被印刷媒体Ｍのテープ幅を自動的に検出するためのテープ幅検出ス
イッチ２４が設けられている。カセット収納部１９には、さらに、被印刷媒体Ｍに印刷を
行う印刷部の一例であるサーマルヘッド１０と、被印刷媒体Ｍを搬送する搬送手段である
プラテンローラ２１と、テープコア係合軸２２と、インクリボン巻取り駆動軸２３と、が
設けられている。
【００３０】
　テープカセット３０がカセット収納部１９に収納された状態では、図４に示すように、
カセットケース３１に設けられた係合部３７がカセット収納部１９に設けられたカセット
受け部２０に支持されて、サーマルヘッド１０がカセットケース３１に形成されたサーマ
ルヘッド被挿入部３６に挿入される。また、テープコア係合軸２２には、テープカセット
３０のテープコア３２が係合し、さらに、インクリボン巻取り駆動軸２３には、インクリ
ボン巻取りコア３５が係合する。
【００３１】
　インターフェース部２５が印刷データを受信し、制御部５が印刷処理を開始すると、被
印刷媒体Ｍは、プラテンローラ２１の回転によりテープコア３２から繰り出される。この
際、インクリボン巻取り駆動軸２３がプラテンローラ２１に同調して回転することで、被
印刷媒体ＭとともにインクリボンＲがインクリボン供給コア３４から繰り出される。これ
により、被印刷媒体ＭとインクリボンＲとが重なった状態で搬送される。そして、サーマ
ルヘッド１０とプラテンローラ２１との間を通過する際にインクリボンＲがサーマルヘッ
ド１０によって加熱されることで、インクリボンＲのインクが被印刷媒体Ｍに転写され、
印刷が行われる。サーマルヘッド１０とプラテンローラ２１との間を通過した使用済みの
インクリボンＲは、インクリボン巻取りコア３５に巻き取られる。一方、サーマルヘッド
１０とプラテンローラ２１との間を通過した印刷済みの被印刷媒体Ｍは、フルカット機構
１６によってフルカットされるか又は第２の切断部の一例であるハーフカット機構１７に
よってハーフカットされ、排出口２ａから排出される。ここで、ハーフカットとは、基材
Ｍａのみを幅方向に沿って切断する動作のことである。なお、上述のように、フルカット
機構１６とサーマルヘッド１０との間隔に起因して生じる余白部分ｍ（図１４～図１６参
照）が印刷物に繋がった状態で作成されるため、この余白部分ｍを小さくする観点では、
フルカット機構１６は、可能な範囲でサーマルヘッド１０に接近させることが望ましい。
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そのため、フルカット機構１６は、ハーフカット機構１７よりもサーマルヘッド１０の近
くに位置する。
【００３２】
　図５は、印刷装置１を示す制御ブロック図である。
　図５に示すように、印刷装置１は、上述の、サーマルヘッド１０、フルカット機構１６
、ハーフカット機構１７、プラテンローラ２１、及びテープ幅検出スイッチ２４に加えて
、制御部５、ＲＯＭ（Read Only Memory）６、ＲＡＭ（Random Access Memory）７、ヘッ
ド駆動回路９、搬送用モータ駆動回路１１、ステッピングモータ１２、カッターモータ駆
動回路１４、カッターモータ１５、及びインターフェース部２５を備える。なお、制御部
５、ＲＯＭ６、及びＲＡＭ７は、印刷装置１のコンピュータを構成する。また、インター
フェース部２５は、１つ以上の印刷物の一例であるラベルを作成するための印刷データと
、この印刷データを送信するユーザ及び印刷データを生成した機器のいずれかを識別する
ための識別情報と、を取得する取得部の一例として機能する。
【００３３】
　制御部５は、例えばマイクロプロセッサなどのプロセッサである。制御部５は、ＲＯＭ
６に記憶されているプログラムをＲＡＭ７に展開し実行することで、印刷装置１の回路各
部の動作を制御する。
【００３４】
　ＲＯＭ６は、後述する本実施の形態に係る印刷方法の各種の処理を行うためのプログラ
ムや、印刷を行うための印刷プログラム、この印刷プログラムの実行に必要な各種データ
（例えば、フォント等）などを記憶する。なお、ＲＯＭ６は、制御部５によって読取り可
能なプログラムが記憶された記憶媒体としても機能する。
【００３５】
　ＲＡＭ７は、被印刷媒体Ｍに印刷される印刷内容についての情報を記憶する入力データ
メモリとして機能する。また、ＲＡＭ７は、入力された印刷内容についての情報に基づい
て生成される、印刷内容を表す印刷用パターンデータを記憶する印刷データメモリとして
も機能する。
【００３６】
　ヘッド駆動回路９は、ＲＡＭ７に記憶された印刷用パターンデータに基づいてサーマル
ヘッド１０を制御する。このサーマルヘッド１０は、主走査方向に配列された複数の発熱
素子を有する印刷ヘッドである。
【００３７】
　搬送用モータ駆動回路１１は、ステッピングモータ１２を制御する。このステッピング
モータ１２は、プラテンローラ２１及び図示しない搬送ローラを駆動する。プラテンロー
ラ２１及び搬送ローラは、ステッピングモータ１２の動力によって回転し、被印刷媒体Ｍ
の長手方向（副走査方向）に被印刷媒体Ｍを搬送する。
【００３８】
　カッターモータ駆動回路１４は、カッターモータ１５を制御する。フルカット機構１６
及びハーフカット機構１７は、カッターモータ１５の動力によって動作する。
　インターフェース部２５は、例えば、無線通信部や、装置筐体２に設けられた上述の外
部機器接続端子及び記憶媒体挿入口などを含み、各種機器との間での各種情報の授受の管
理を行う。インターフェース部２５は、無線又は有線で、ユーザの端末装置から印刷デー
タを受信する。また、インターフェース部２５は、印刷内容を送信したユーザを識別する
ための識別情報を取得する。この識別情報は、例えば、印刷データの通信方式と、印刷デ
ータの送信元を表すＩＰアドレス又はＭＡＣアドレスと、例えば印刷データに含まれるユ
ーザＩＤと、のうちの少なくとも１つを含むとよい。なお、インターフェース部２５が１
回で受信する印刷データは、１枚の印刷物を作成するための文字、絵、図形等からなる１
つのみの印刷内容を含むものもあれば、複数枚の印刷物を作成するための複数の印刷内容
を含むものもある。また、印刷データには、印刷内容を作成したユーザに割り当てられた
ユーザＩＤなどの識別情報が含まれてもよい。
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【００３９】
　図６は、本実施の形態に係る印刷方法を説明するためのフローチャートである。
　図７は、端末装置に表示される印刷設定画面２００を示す図である。
　図８～図１１は、識別情報を説明するための説明図である。
【００４０】
　図１２及び図１３は、連続印刷物を説明するための説明図である。
　図６に示すフローチャートの処理は、図５に示す制御部５が、印刷データの待ち受け状
態と判定した場合に開始する。待ち受け状態であるか否かの判定は、例えば、印刷装置１
が起動している場合、或いは、印刷装置１が起動していて且つ通信可能状態である場合に
、待ち受け状態と判定されればよい。
【００４１】
　まず、制御部５は、図５に示すインターフェース部２５が例えば図８に示すいずれかの
端末装置１１１，１１２，１１３から印刷データを受信するまで、受信したかの判定を繰
り返す（ステップＳ１）。この印刷データは、上述のように、ラベルに印刷される文字、
図形、絵等の印刷内容を１つ以上含むものである。また、この印刷データは、ユーザが例
えば図８に示す端末装置１１１～１１３において印刷内容を作成した後に図７に示す印刷
設定画面２００において所望の設定を行うことで、端末装置１１１～１１３によって、無
線又は有線で印刷装置１（インターフェース部２５）に送信される。なお、図８～図１３
では、便宜上、印刷装置１には、被印刷媒体Ｍの印刷面を表すために横長ではなく縦長に
変更した排出口２ｂのみが表されており、図８～図１３は、図１よりも簡略的な印刷装置
１を示している。
【００４２】
　印刷設定画面２００は、簡略的に表した一例ではあるが、印刷先の印刷装置を選択する
ための印刷先設定欄２０１と、作成した印刷内容の印刷範囲を設定するための印刷範囲設
定欄２０２と、各印刷内容に対応するラベルの印刷部数を選択するための印刷部数選択欄
２０３と、カット方法を選択するためのカット方法選択部分２０５ａ及び連続印刷モード
を設定するための連続印刷モード設定部分２０５ｂを含むオプション設定欄２０５と、を
有する。
【００４３】
　連続印刷モード設定部分２０５ｂでは、「続けて印刷する」の欄に「レ」のチェックが
入った状態で印刷データが送信された場合に連続印刷モードが設定され、「レ」のチェッ
クが入っていない場合で印刷データが送信された場合に連続印刷モードが非設定になる。
なお、連続印刷モードは、１回で送信される印刷データに対応する１つ以上のラベルに対
し、次に受信される印刷データに対応する１つ以上のラベルとの間にハーフカット部分を
挟んで、ラベルを連続して作成できるようにするものである（図１７参照）。
【００４４】
　図６のフローチャートに戻り、インターフェース部２５は、印刷データを受信した後（
ステップＳ１：ＹＥＳ）、この印刷データを送信するユーザ及び印刷データを生成した機
器のいずれかを識別するための識別情報を取得する（ステップＳ２）。なお、識別情報の
取得（ステップＳ２）は、印刷データの受信（ステップＳ１）と同時に行われてもよいし
、印刷データに含まれる印刷内容の受信が完了する前に行われてもよい。
【００４５】
　識別情報は、例えば、印刷データの通信方式と、印刷データの送信元を表すＩＰアドレ
ス又はＭＡＣアドレスと、ユーザに割り当てられたユーザＩＤと、のうちの少なくとも１
つを含む。
【００４６】
　図８に示す例では、デスクトップパソコンである端末装置１１１から送信される印刷デ
ータの通信方式は有線ＬＡＮであり、ノートパソコンである端末装置１１２から送信され
る印刷データの通信方式はＵＳＢであり、スマートフォンである端末装置１１３から送信
される印刷データの通信方式はＷｉ－Ｆｉである。
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【００４７】
　図９に示す例では、デスクトップパソコンである端末装置１２１から送信される印刷デ
ータの通信方式は、ノートパソコンである端末装置１２２から送信される印刷データの通
信方式と同一の有線ＬＡＮであるが、各端末装置でＩＰアドレスが異なる。
【００４８】
　図１０に示す例では、ノートパソコンである端末装置１３１から送信される印刷データ
の通信方式は、スマートフォンである端末装置１３２から送信される印刷データの通信方
式と同一のＷｉ－Ｆｉであるが、各端末装置でＭＡＣアドレスが異なる。
【００４９】
　図１１に示す例では、スマートフォンである端末装置１４１から送信される印刷データ
の通信方式は、スマートフォンである端末装置１４２から送信される印刷データの通信方
式と同一のＬＴＥ（Long Term Evolution）であるが、例えばクラウドアプリにおいて各
端末装置で入力されるユーザＩＤが異なる。
【００５０】
　図６のフローに戻り、識別情報の取得（ステップＳ２）の後、制御部５は、フラグＴ＝
０であるかを判定する（ステップＳ３）。このフラグＴは、初期値が０であるため、１回
目の印刷データの受信時の処理では、制御部５は、フラグＴ＝０であると判定する（ステ
ップＳ３：Ｔ＝０）。
【００５１】
　そして、制御部５は、上述のように、ヘッド駆動回路９に対し、印刷データに含まれる
印刷内容から作成される印刷用パターンデータに基づいてサーマルヘッド１０を制御させ
ることで、被印刷媒体Ｍに対し印刷を行わせる（ステップＳ４）。例えば、この印刷処理
（ステップＳ４）では、制御部５は、図１２及び図１３に示すように、被印刷媒体Ｍの先
頭部分に生じる上述の余白部分ｍの後端にハーフカット機構１７を用いてハーフカット部
分を形成した上で、１回目に送信される印刷データに対応する「ＡＢＣ」という文字から
なる２枚のラベルＬ１－１，Ｌ１－２の印刷を、サーマルヘッド１０を用いて行う。これ
ら２枚のラベルＬ１－１，Ｌ１－２の間にもハーフカット部分を形成するとよい。なお、
この段階では、最後のラベルＬ１－２の後端である図１２及び図１３の左端には、ハーフ
カットもフルカットも行われない状態（図１４（ｅ）参照）で待機状態となる。なお、フ
ルカット位置である図１４（ｆ）の状態まで被印刷媒体Ｍを搬送してしまうと、上述のよ
うに次の余白部分ｍが発生してしまうため、印刷終了時の図１４（ｅ）の状態で待機して
いることが好ましい。このように、被印刷媒体Ｍが印刷終了時の図１４（ｅ）の状態で待
機し、次に連続印刷するか否かの判断を待つことができれば、被印刷媒体Ｍがフルカット
位置である図１４（ｆ）の状態まで搬送され、次の余白部分ｍが発生してしまうことがな
い。
【００５２】
　次に、制御部５は、印刷データの受信判定処理（ステップＳ１）においてインターフェ
ース部２５が受信した印刷データに連続印刷モードが設定されているか、例えば、上述の
図７に示す印刷設定画面２００の連続印刷モード設定部分２０５ｂにおいて「続けて印刷
する」の欄に「レ」のチェックが入った状態で送信された印刷データであるか、を判定す
る（ステップＳ５）。
【００５３】
　制御部５は、連続印刷モードが設定されていないと判定すると（ステップＳ５：ＮＯ）
、図１３に示すように、１回目の印刷データに含まれる最後のラベルＬ１－２の後端をフ
ルカットさせるようにフルカット機構１６を制御する（ステップＳ６）。このフルカット
が行われる際には、制御部５は、最後のラベルＬ１－２の後端がフルカット機構１６によ
るフルカット位置に到達するまで、被印刷媒体Ｍを搬送させるように搬送用モータ駆動回
路１１を制御する。これにより、図１３に示すように、１回目の印刷データに対応するラ
ベルＬ１－１，Ｌ１－２は、２回目に受信される印刷データに対応する「ＤＥＦ」という
文字からなるラベルＬ２－１，Ｌ２－２とフルカットによって互いに切り離された状態で
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作成されることになる。
【００５４】
　一方、制御部５は、連続印刷モードが設定されていると判定すると（ステップＳ５：Ｙ
ＥＳ）、上述のフラグをＴ＝１に設定する（ステップＳ７）。１回目の印刷データに含ま
れる最後のラベルＬ１－２の後端は、この段階では、図１３に示すフルカットも、図１２
に示すハーフカットも行われない。上述のフルカットの処理（ステップＳ６）及びフラグ
Ｔ＝１への設定処理（ステップＳ７）が終了すると、図５に示す制御部５が印刷データの
待ち受け状態が終了しているかを判定する（ステップＳ８）。待ち受け状態が終了してい
れば（ステップＳ８：ＹＥＳ）、図６に示す処理は終了するが、待ち受け状態が終了して
いなければ（ステップＳ８：ＮＯ）、印刷データの受信判定処理（ステップＳ１）まで戻
る。なお、連続印刷モードが設定されている場合（ステップＳ５：ＹＥＳ）、ステップＳ
６のフルカットが行われないため、次の印刷データが受信できない場合には、最後に作成
されるラベルＬ１－２の後端は切り離されずに印刷装置１内の被印刷媒体Ｍと繋がったま
まの状態となる。そのため、ユーザが上述の図１に示すフルカットボタン３又は上述のフ
ルカットキーを押すことによって、最後のラベルＬ１－２の後端にフルカット部分が形成
されるようにするとよい。この場合でも、ユーザがフルカットボタン３を押した後、制御
部５は、最後のラベルＬ１－２の後端がフルカット機構１６によるフルカット位置に到達
するまで被印刷媒体Ｍを搬送させるように搬送用モータ駆動回路１１を制御した後、フル
カット機構１６に対しフルカットを行わせる制御を行うとよい。なお、例えば、ユーザに
よって電源ＯＦＦの操作が入力された場合や、前回の印刷データの受信から所定時間が経
過した場合や、ユーザが端末装置でフルカットを行うための操作を行った場合に、制御部
５が自動で最後のラベルの後端にフルカットを行わせる制御をフルカット機構１６に対し
行ってもよい。
【００５５】
　ここで、上述のフラグＴ＝０であるかの判定処理（ステップＳ３）において、フラグＴ
＝１である場合（ステップＳ３：Ｔ＝１）について述べる。なお、フラグＴ＝１となるの
は、前回受信した印刷データに上述のように連続印刷モードが設定されている場合であり
、上述のように、１回目の印刷データ（第１の印刷データ）に対応する最後のラベルＬ１
－２の後端は、図１３に示すフルカットも、図１２に示すハーフカットも行われていない
状態である。
【００５６】
　制御部５は、今回（２回目に）受信された印刷データ（第２の印刷データ）が、前回（
１回目に）受信された印刷データと同一ユーザによって送信されているかを判断するため
に、今回受信された印刷データに対応する識別情報（第２の識別情報）と、前回受信され
た印刷データに対応する識別情報（第１の識別情報）とが一致するかを判定する（ステッ
プＳ９）。
【００５７】
　例えば、図８に示すように、前回、端末装置１１１から送信される印刷データの通信方
式が有線ＬＡＮであり、今回、端末装置１１２から送信される印刷データの通信方式がＵ
ＳＢであれば、通信方式の不一致により識別情報が不一致と判定する。また、図９に示す
ように、端末装置１２１，１２２から送信される印刷データの通信方式が有線ＬＡＮで一
致していても、ＩＰアドレスを比較判別し、ＩＰアドレスが異なれば識別情報が不一致と
判定する。また、図１０に示すように、端末装置１３１，１３２から送信される印刷デー
タの通信方式がＷｉ－Ｆｉで一致する場合には、ＭＡＣアドレスを比較判別し、ＭＡＣア
ドレスが異なれば識別情報が不一致と判定する。また、図１１に示すように、端末装置１
４１，１４２から送信される印刷データの通信方式がＬＴＥで一致する場合には、ユーザ
ＩＤを比較判別し、ユーザＩＤが異なれば識別情報が不一致と判定する。
【００５８】
　なお、制御部５は、通信方式を比較判別せずに、ＩＰアドレス、ＭＡＣアドレス、及び
ユーザＩＤのうちの少なくとも１つを比較判別してもよい。また、ユーザを識別可能な識
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別情報であれば、上記した以外の識別情報に基づき判定を行ってもよい。また、例えば、
同一ユーザが、異なる端末装置で印刷データを送信する場合には、通信方式やＩＰアドレ
スやＭＡＣアドレスが異なっていても、ユーザＩＤが一致していれば、同一ユーザによっ
て送信されたと判定してもよい。
【００５９】
　識別情報が前回と一致と判定されると（ステップＳ９：ＹＥＳ）、制御部５は、１回目
の印刷データに含まれる最後のラベルＬ１－２の後端に、図１２に示すようにハーフカッ
トを行った上で（ステップＳ１０）、上述のフラグをＴ＝０に設定し（ステップＳ１２）
、図１２に示すように２回目に送信される印刷データに対応する２枚のラベルＬ２－１，
Ｌ２－２の印刷処理（ステップＳ４）を上述のように行う。これにより、１回目の印刷デ
ータに対応する２枚のラベルＬ１－１，Ｌ１－２と２回目の印刷データに対応する２枚の
ラベルＬ２－１，Ｌ２－２とがフルカットによって互いに切り離されない状態の連続印刷
物が作成される。なお、ハーフカット機構を備えない印刷装置においては、ハーフカット
部分を形成するのに代えて、切り取り線を印刷してもよい。
【００６０】
　また、制御部５は、識別情報が前回と不一致である場合には（ステップＳ９：ＮＯ）、
図１３に示すように、１回目の印刷データに含まれる最後のラベルＬ１－２の後端にフル
カット（ステップＳ１１）を行った上で、上述のフラグをＴ＝０に設定し（ステップＳ１
２）、２回目の印刷データに対応する２枚のラベルＬ２－１，Ｌ２－２の印刷処理（ステ
ップＳ４）を上述のように行う。
【００６１】
　なお、被印刷媒体Ｍは、印刷が終了した状態（図１４（ｅ）参照）で搬送を停止されて
いるため、ハーフカット（ステップＳ１０）又はフルカット（ステップＳ１１）を行う場
合には、これらを行う位置までの搬送が先に行われる。
【００６２】
　また、フルカット処理（ステップＳ１１）を行うのに代えて、２回目の印刷データに対
応するラベルＬ２－１，Ｌ２－２の作成を待機状態とし、印刷データの受信判定処理（ス
テップＳ１）まで戻って処理を続行することで、１回目の印刷データを送信したユーザが
再び印刷データ（第３の印刷情報）を送信するのを待つことができるようにしてもよい。
この場合、１回目の印刷データに対応するラベルＬ１－１，Ｌ１－２と、１回目の印刷デ
ータを送信したユーザが再び送信した印刷データに対応するラベルとを連続印刷物となる
ように作成することができる。また、例えば、待機状態とした２回目の印刷データについ
ては、所定時間経過後に待機状態を解除し、識別情報の一致判定処理（ステップＳ９）な
どから処理を開始すればよい。
【００６３】
　なお、上述の余白部分ｍは、図１２に示す連続印刷物では、１回目の印刷データに対応
するラベルＬ１－１，Ｌ１－２と２回目の印刷データに対応するラベルＬ２－１，Ｌ２－
２とで合わせて１つのみ生じるのに対し、図１３に示すように１回目の印刷データに対応
するラベルＬ１－１，Ｌ１－２と２回目の印刷データに対応するラベルＬ２－１，Ｌ２－
２とが切り離される場合には、２つ生じることになる。
【００６４】
　以上説明した本実施の形態では、印刷装置１は、１つ以上の印刷物を作成するための印
刷データと、この印刷データを送信するユーザ及びこの印刷データを生成した機器（端末
１１１等）のいずれかを識別するための識別情報と、を取得する識別情報取得部の一例で
あるインターフェース部２５と、被印刷媒体Ｍに対し印刷データに基づき印刷を行う印刷
部の一例であるサーマルヘッド１０と、このサーマルヘッド１０により印刷された被印刷
媒体Ｍを切り離す第１の切断部の一例であるフルカット機構１６と、制御部５と、を備え
る。この制御部５は、インターフェース部２５で取得された印刷データのうち、第１の印
刷データ（例えば１回目の印刷データ）及びこの第１の印刷データの次に取得された第２
の印刷データ（例えば２回目の印刷データ）にそれぞれ対応する識別情報に基づき、第１
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の印刷データに対応する１つ以上の印刷物（ラベルＬ１－１，Ｌ１－２）と第２の印刷デ
ータに対応する１つ以上の印刷物（ラベルＬ２－１，Ｌ２－２）とを図１２に示すように
フルカット機構１６によって互いに切り離されない状態の連続印刷物となるように作成す
るか、或いは、第１の印刷データに対応する１つ以上の印刷物と前記第２の印刷データに
対応する１つ以上の印刷物とを図１３に示すようにフルカット機構１６によって互いに切
り離された状態で作成するか、の判定（ステップＳ１１）を行う。
【００６５】
　これにより、ユーザが一致する場合には、第１の印刷データに対応する１つ以上の印刷
物と第２の印刷データに対応する１つ以上の印刷物とをフルカットによって互いに切り離
されない状態の連続印刷物となるように作成することができる。また、ユーザが不一致の
場合には、第１の印刷データに対応する１つ以上の印刷物と第２の印刷データに対応する
１つ以上の印刷物とをフルカットによって互いに切り離された状態で作成することができ
る。
【００６６】
　よって、本実施の形態によれば、複数回に分かれて受信される印刷データに対応する印
刷物を切り離さずに作成する場合に、複数のユーザが作成しようとする印刷物が混在する
のを防ぐことができる。
【００６７】
　また、本実施の形態では、連続印刷物を作成するための連続印刷モード（連続印刷モー
ド設定部分２０５ｂ）が第１の印刷データに設定されている場合には、制御部５による上
記の判定（ステップＳ９）を行い、連続印刷モードが第１の印刷データに設定されていな
い場合には、制御部５による上記の判定を行わず、第１の印刷データに対応する１つ以上
の印刷物と第２の印刷データに対応する１つ以上の印刷物とが互いに切り離された状態で
作成されるようにフルカット機構１６により切断する（ステップＳ６）。このように、連
続印刷モードが設定されているときに上記の判定を行うことで、ユーザが所望するタイミ
ングで連続印刷物を作成することができる。
【００６８】
　また、本実施の形態では、被印刷媒体Ｍは、基材Ｍａと、この基材Ｍａに剥離可能に貼
付された剥離紙Ｍｂと、を有し、印刷装置１は、基材Ｍａ及び剥離紙Ｍｂのうち基材Ｍａ
のみを切断する第２の切断部の一例であるハーフカット機構１７を更に備える。ハーフカ
ット機構１７は、図１２に示す連続印刷物を作成する場合に、第１の印刷データに対応す
る１つ以上の印刷物（ラベルＬ１－１，Ｌ１－２）と第２の印刷データに対応する１つ以
上の印刷物（ラベルＬ２－１，Ｌ２－２）との間で切断（ハーフカット）を行う。そのた
め、複数の印刷データに対応するそれぞれ１つ以上の印刷物が互いに繋がった状態となる
ことで、各印刷物をユーザが扱いやすくすることができる。
【００６９】
　また、本実施の形態では、制御部５は、第１の印刷データに対応する第１の識別情報と
第２の印刷データに対応する第２の識別情報とが一致しない場合に、第２の印刷データに
対応する１つ以上の印刷物（図１３に示すラベルＬ２－１，Ｌ２－２）の作成を待機状態
とし（ステップＳ１１の括弧内）、その後に取得された第１の識別情報に対応する第３の
印刷データに対応する１つ以上のラベルと、第１の印刷データに対応する１つ以上の印刷
物（ラベルＬ１－１，Ｌ１－２）とを連続印刷物となるように作成する。そのため、第１
の印刷データを送信したユーザが再び印刷データを送信するのを待つことができる。した
がって、同一ユーザが送信する複数の印刷データが連続して受信されなくとも上記の連続
印刷物を作成することができる。
【００７０】
　また、本実施の形態では、識別情報は、印刷データの通信方式と、印刷データの送信元
を表すＩＰアドレス又はＭＡＣアドレスと、ユーザに割り当てられたユーザＩＤと、のう
ちの少なくとも１つを含む。そのため、ユーザの識別を容易かつ的確に行うことができる
。
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【００７１】
　以上、本発明の実施の形態を説明したが、本願発明は特許請求の範囲に記載された発明
とその均等の範囲を含む。以下に、本願の出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を
付記する。
【００７２】
　［付記１］
　１つ以上の印刷物を作成するための印刷データと、前記印刷データを送信するユーザ及
び前記印刷データを生成した機器のいずれかを識別するための識別情報と、を取得する取
得部と、
　被印刷媒体に対し前記印刷データに基づき印刷を行う印刷部と、
　前記印刷部により印刷された前記被印刷媒体を切り離す第１の切断部と、
　前記取得部で取得された前記印刷データのうち、第１の印刷データ及び当該第１の印刷
データの次に取得された第２の印刷データにそれぞれ対応する前記識別情報に基づき、前
記第１の印刷データに対応する前記１つ以上の印刷物と前記第２の印刷データに対応する
前記１つ以上の印刷物とを前記第１の切断部によって互いに切り離されない状態の連続印
刷物となるように作成するか、或いは、前記第１の印刷データに対応する前記１つ以上の
印刷物と前記第２の印刷データに対応する前記１つ以上の印刷物とを前記第１の切断部に
よって互いに切り離された状態で作成するか、の判定を行う制御部と、
　を備えることを特徴とする印刷装置。
【００７３】
　［付記２］
　前記連続印刷物を作成するための連続印刷モードが前記第１の印刷データに設定されて
いる場合には、前記制御部による前記判定を行い、前記連続印刷モードが前記第１の印刷
データに設定されていない場合には、前記制御部による前記判定を行わず、前記第１の印
刷データに対応する前記１つ以上の印刷物と前記第２の印刷データに対応する前記１つ以
上の印刷物とが互いに切り離された状態で作成されるように前記第１の切断部により切断
する、
　ことを特徴とする付記１記載の印刷装置。
【００７４】
　［付記３］
　前記被印刷媒体は、基材と、当該基材に剥離可能に貼付された剥離紙と、を有し、
　前記印刷装置は、前記基材及び前記剥離紙のうち前記基材のみを切断する第２の切断部
を更に備え、
　前記第２の切断部は、前記連続印刷物を作成する場合に、前記第１の印刷データに対応
する前記１つ以上の印刷物と前記第２の印刷データに対応する前記１つ以上の印刷物との
間で切断する、
　ことを特徴とする付記１又は２記載の印刷装置。
【００７５】
　［付記４］
　前記制御部は、前記第１の印刷データに対応する第１の識別情報と前記第２の印刷デー
タに対応する第２の識別情報とが一致しない場合に、前記第２の印刷データに対応する前
記１つ以上の印刷物の作成を待機状態とし、その後に取得された前記第１の識別情報に対
応する第３の印刷データに対応する前記１つ以上の印刷物と前記第１の印刷データに対応
する前記１つ以上の印刷物とを前記連続印刷物となるように作成する、
　ことを特徴とする付記１から３のいずれか記載の印刷装置。
【００７６】
　［付記５］
　前記識別情報は、前記印刷データの通信方式と、前記印刷データの送信元を表すＩＰア
ドレス又はＭＡＣアドレスと、前記ユーザに割り当てられたユーザＩＤと、のうちの少な
くとも１つを含む、
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　ことを特徴とする付記１から４のいずれか記載の印刷装置。
【００７７】
　［付記６］
　１つ以上の印刷物を作成するための印刷データと、前記印刷データを送信するユーザ及
び前記印刷データを生成した機器のいずれかを識別するための識別情報と、を取得し、
　被印刷媒体に対し前記印刷データに基づき印刷を行い、
　前記印刷データのうち、第１の印刷データ及び当該第１の印刷データの次に取得された
第２の印刷データにそれぞれ対応する前記識別情報に基づき、前記第１の印刷データに対
応する前記１つ以上の印刷物と前記第２の印刷データに対応する前記１つ以上の印刷物と
を、互いに切り離されない状態の連続印刷物となるように作成するか、或いは、前記第１
の印刷データに対応する前記１つ以上の印刷物と前記第２の印刷データに対応する前記１
つ以上の印刷物とを互いに切り離された状態で作成するか、の判定を行う、
　ことを特徴とする印刷方法。
【００７８】
　［付記７］
　１つ以上の印刷物を作成するための印刷データと、前記印刷データを送信するユーザ及
び前記印刷データを生成した機器のいずれかを識別するための識別情報と、を取得する機
能と、
　被印刷媒体に対し前記印刷データに基づき印刷を行う機能と、
　前記印刷データのうち、第１の印刷データ及び当該第１の印刷データの次に取得された
第２の印刷データにそれぞれ対応する前記識別情報に基づき、前記第１の印刷データに対
応する前記１つ以上の印刷物と前記第２の印刷データに対応する前記１つ以上の印刷物と
を、互いに切り離されない状態の連続印刷物となるように作成するか、或いは、前記第１
の印刷データに対応する前記１つ以上の印刷物と前記第２の印刷データに対応する前記１
つ以上の印刷物とを互いに切り離された状態で作成するか、の判定を行う機能と、
　をコンピュータに実現させることを特徴とするプログラム。
【符号の説明】
【００７９】
　１・・・印刷装置、５・・・制御部、１０・・・サーマルヘッド、１６・・・フルカッ
ト機構、１７・・・ハーフカット機構、２５・・・インターフェース部、１１１～１１３
，１２１，１２２，１３１，１３２，１４１，１４２・・・端末装置、２００・・・印刷
設定画面、２０５ｂ・・・連続印刷モード設定部分、Ｌ・・・ラベル、Ｍ・・・被印刷媒
体、Ｍａ・・・基材、Ｍｂ・・・剥離紙、ｍ・・・余白部分
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